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研究成果の概要（和文）： 
本研究は、日独における大都市再生における公民協働の都市開発手法について国際比較

研究を行っている。主たる成果は以下の 4 点である。1)日独の公民協働型都市開発の歴史
的発展経緯の整理、2)日本における公民連携型都市開発の成果と限界の検証、3)ドイツの
新たな契約型都市計画の制度と適用実態の調査と分析、4)両国の比較を踏まえた今後の公
民連携型都市開発についての課題と展望を整理している。 
 
研究成果の概要（英文）： 
This study implements the comparative study on public private partnership (hereafter 
PPP) of urban development in the context of urban regeneration in Japan and 
Germany. Main results of the study is following: 1) analysis of historical development 
process of PPP urban development in Japan and Germany, 2)Verification of PPP urban 
development in Japan; its performance and problem, 3)Analysis of new type of PPP 
urban development: institution and its praxis, 4) Perspective and tasks of PPP urban 
development in the future based on comparative study. 
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１．研究開始当初の背景 

80 年代以降、先進諸国では公民協働 
(Public Private Partnership:PPP)の都市開
発が大きな潮流となっている。本研究は次の
ような背景の下に研究を開始している。(1) 
公民協働型（PPP 型）都市開発手法の理論
的背景、実態が不明で、その検証の必要性が

高いこと、（2) これまでの日本の PPP の成
果・失敗事例についての批判的検証に係る既
往研究が不十分であること、（3) ドイツの新
たな協調・契約型の PPP 型都市再生手法と
して都市計画契約及びこの活用が多いプロ
ジェクト型 B プラン Vorhabenbezogener 
Bebaun- 
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gsplan についてはドイツでも実態解明が不
十分で、これに着目して研究を進める意義が
大きいこと、の 3 点である。 
 
２．研究の目的 
研究背景の問題意識に基づき、本研究では

下記の４つの論点の柱を中心として明らか
にすることを研究目的としている。 
(1) 日独の PPP 型都市再生制度の歴史的展
開の比較分析、(2) 日本の PPP のこれまで
の事例の成否・限界の検証、(3) ドイツにお
ける近年の新しい公民協調・契約型の PPP 
手法の可能性と課題の整理、(4) 日独の比較
を踏まえた今後の日本における協調・契約型
PPP 手法の可能性についての検討。 
 
３．研究の方法 
 日独の制度立案、運用に携わっている経験
者、実務者、研究者に対するヒヤリング、イ
ンタビュー、現地調査を行い、合わせて文献、
資料調査を通じて研究をおこない、特に次の
点に着目して調査をおこなっている。 
(1)当該プロジェクトの計画的位置づけ、公
共公益性の位置づけ、(2)計画プロジェクト
の発意プロセスと公民協議システム、審査手
続き、コンペ方式等のあり方、(3)公民の間
での契約・協定の内容、官民役割分担の設定
（公共サイドからのインセンティブと民間
サイドからの分担、負担、貢献）、(4)開発利
益還元の原則論と公共公益性の評価基準の
あり方、(5)実現した空間の評価：公共空間、
公共施設の整備のあり方、(6)プロジェクト
完成後の地域マネジメントのあり方、(7)契
約内容が履行困難等の各種リスクに係る責
任分担のあり方、(9)公民での紛争調整の仕
組み、(10)公共セクターの人材に求められる
資質。 
 
４．研究成果 
本研究を通じて、ドイツの都市計画契約制

度の成立背景とドイツ諸都市での適用事例
について詳細調査を行い、いくつかの先進性、
柔軟性を持った手法であると共に、不透明な
要素があり、克服すべき課題があることを日
独研究者との討論の過程で明らかにしたこ
とは一つの成果である。国土交通省の政策担
当者、東京都の行政プラン-との討議、研究
発表の過程でこれらについて関心を呼び、国
としても新たな契約型都市計画制度の検討
に着手しており、本研究の実績が実務に反映
しつつある。 
(1)ドイツの都市計画契約と公民協調型都市
開発 
①制度の背景 
都市計画契約は、ドイツの都市計画法とい

える建設法典に 1998 年の改定時に組み込ま
れた制度である。都市計画の現場レベルでは

旧西独時代の戦後復興から高度成長期にか
けて、日本における宅地開発指導要綱と同じ
ように郊外部での住宅地開発を典型に公共
施設整備を開発事業者に求める仕組みが存
在していた。これがドイツ再統一に伴う旧東
ドイツ地域の自治体の行財政難により、段階
的に制度化された。 
②都市計画契約のタイプ 
都市計画契約には大別して以下の 4タイプ

が存在する。 
第一に、都市計画的施策の準備と実施につ

いての契約である。これは、デベロッパーサ
イドの負担で、将来のその地区の土地利用計
画やインフラ施設の計画、あるいは事業実施
（道路整備、宅地の区画割り、植栽など）の
費用負担などが取り決められるタイプであ
る。これにより、デベロッパーは計画実施期
間の見通しや、開発権の担保というメリット
を受ける。 
第二に、市町村の都市計画目標実現、促進

のための契約である。自治体側がアフォーダ
ブル住宅の建設や基盤整備など、既存の計画
案を自治体側の要望を組み込んでより充実
化するために締結するタイプである。 
第三に、関連施設整備負担に関する契約で

ある。例えば、開発行為に伴う保育園やスポ
ーツ施設等の費用負担をどのように公民で
分担するかが都市計画契約という形で決め
られる。 
第四に、気候変動に対処するための契約で

ある。ドイツでも地球規模の環境問題に対応
するために、ソーラー発電やコージェネレー
ションシステムを積極的に取り入れている。
このような地球環境に優しい施設整備を都
市開発プロジェクトに組み込むことも契約
の対象となる。 
③プロジェクト・地区施設整備 VEプラン 

広義には建設法典の 12条の VE プラン（プ
ロジェクト型 B プラン及び実施契約）もこの
都市計画契約の一種と考えられる。このプロ
ジェクト型 Bプランというのは日本の都市計
画提案制度に通じるものがあり、単純化すれ
ば民間側の発意に応じて B プランを策定し、
その代わり必要なインフラ整備の期日を契
約として決める制度といえる。あるいは、区
画整理や再開発事業、都市改造事業の委託契
約も広い意味では都市計画契約といえる。 
 自治体側にとって、公民連携を巡るリスク
を 軽 減 す る た め に 建 築 義 務 Bauver －
pflichtung を契約内容に盛り込むことが多
い。この建築義務というのは、適切な期間内
に Bプランで規定されている土地（建物）利
用を実現させることを意味している。これに
よって、自治体側は都市計画的目標（例：住
宅の緊急需要に的確に対応すること、基盤整
備の投資効果を上げるために早期の土地利
用の実現を図ること等）の実現を担保しよう



としている。教科書的にはこの建築義務は公
民が適切な時期に策定することになってい
るが、実態は異なるようだ。どちらかという
と、計画案の内容も民間側が提案して、それ
に対して公共サイドが助言や調整をする形
になっている。 
建設法典の 12条には VEプランとしてプロ

ジェクト型 Bプランと実施契約が制度化され
ている。前者のプロジェクト Bプランに関し
ては、その記載事項は建築利用令の規定内容
と異なることも可能である。プロジェクト型
B プランの策定には、具体的なプロジェクト
との関連性やプロジェクト主体の役割が明
確であることが前提条件とされている。 
この他にも通常の Bプランと違い、プロジ

ェクト型の場合はその策定、計画内容の主導
権は開発者側にある。さらに開発者は、ある
一定期間内にプランの実施についてその実
施義務を負うとともに、計画費用、地区基盤
整備費用の一定部分、あるいは全てについて
負担することを、B プランに関する決議が完
了する前に契約（実施契約）の形で締結する
ことになっている。ここでの自治体側の役割
は、開発者の法的条件や経済性を含めて、こ
の VE プランの実施が可能かどうか審査する
ことになる。 
 実施契約には、必須事項として、一定期間
内にプロジェクト案を実施する義務、一定期
間内に地区基盤整備を実施する義務、ある一
定割合、あるいは全ての計画費用、地区基盤
整備費用を負担する義務が記載される。実施
義務については計画図に関連づけられるこ
とが通常だが、詳細な具体的内容まで Bプラ
ンに書き込むことは行われない。 
むしろ、契約事項の中に盛り込まれる

（例：住宅の配置、全体の建物の中で各種建
築・土地利用の配分、デザイン的要求事項な
ど）。 
どの程度具体的に計画プロジェクト内容

を決めておき、実施契約に記すかについては、
一定の柔軟性を確保することが認められて
いる。ただし、老人向けの住宅と飲食店の双
方が立地可能なような恣意性の高い裁量性
は許されていない。 
④都市計画契約を巡る論点 
都市計画契約を巡る論点は、以下の 3点に

集約できる。 
第一に、整備した後のインフラの維持管理

問題である。都市計画契約の枠組みでは民間
側にインフラ整備の費用負担を求めること
は頻繁に行われる。しかし、その後のインフ
ラの維持管理・運営については公的セクター
の責任・負担で行うこととなっている。つま
り、ここで長期的にみた場合のプロジェクト
の持続可能性の問題が浮かび上がってくる。 
ただし、アトリウムなどの半公共空間で民

間の所有に帰する空間については、公的利用

権(通行権)などを担保しながら、民間の責任
で維持管理を行わせることはある。 
第二に、議会との関係である。都市計画契

約の具体的内容は、一般的には市議会で扱わ
れることはない。行政執行部が詳細な契約内
容を詰めて契約案を作成し、議会にはその概
要、方向性を示し承認を得る程度である。議
会が関与するのは、少数のアクターによる密
室的な会議の場である。従って、都市計画契
約の内容（特に資金負担関係など）は個人情
報保護の観点から公開の対象とはならない。
都市計画契約の内容を巡って訴訟はこれま
で起こっていないが、ブラックボックスのよ
うな決定過程に対する透明性の問題がある
ことが指摘できる。 
 第三に、契約内容の柔軟性や段階的更新で
ある。都市計画契約には、自然環境や生態系
の保護などの目標値や、これに関連した公民
の役割分担を契約に盛り込むことが可能で、
これはポジティブな面が多いといえる。 
また、大規模プロジェクトの場合は、当然

期間も長期にわたり、関係者も多くなるので
プロジェクトの進度に応じた段階的な契約
を結ぶ。 
つまり、当初の枠組み契約では大まかなプ

ロジェクトの目標や費用などが示され、その
後の開発の進展に合わせて、例えば、基盤施
設、インフラ整備の費用分担、実施時期など
の契約を結んでいくことになる。 
このような仕組みは社会経済環境に柔軟

に対応できるといえ、肯定的に評価できる。 
⑤日本への示唆 
ドイツの事例から日本での都市計画分野

の公民連携を批判的にみると、まず公民協働
型都市計画の透明性や対等性は確保されて
きたかという問題に直面する。日本では、高
度成長期の緊急避難的な対応という形で宅
地開発指導要綱による基盤整備が行われて
きたが、必ずしも明確なルールがあったわけ
ではない。 
また、代表的な日本のボーナス型都市計画

として総合設計制度や特定街区などがある
が、これもある意味では非常に恣意的で、創
出される公開空地の価値を考慮に入れず、全
国画一的に運用されてきた。 
地区計画に関しても、1987年の再開発地区

計画によって本来の趣旨から逸脱した制度
になってきたが、この再開発地区計画におけ
る協議制度もどちらかというと「あうんの呼
吸」が前提である。小泉政権下の「都市再生」
については、都市構造全体に影響を及ぼすよ
うなプロジェクトであっても、少数のアクタ
ーで決められ、市民的関与や専門的な評価が
限定的である。 
自治体の役割及び職員のスキルの問題も

ある。ドイツやヨーロッパの都市計画では、
公共セクターが開発権を付与するという意



識がコモンセンスとしてある。基本的に中小
の自治体であっても都市計画に携わる職員
の計画能力は高いといえる。 
その背景には、専門的な教育だけでなく、

幅広い公募制度など人材の流動性が担保さ
れていることが大きな影響を及ぼしている。
これに対して、日本では公民連携ではなく官
民連携といわれ、担い手としての職員の人材
交流も乏しいといる。 
(2)公民協働の新たな計画パラダイムに基づ
く都市再生の課題 
研究で得られた知見については、調査対象

とした都市に共通して、「都市構造に影響を
与えてきた社会経済の潮流変化」、「都市機能
構造転換に関わる新たな計画課題への対応」、
「新たな計画課題へ対応するためのガバナ
ンスシステムの再編成」、そして「新たな計
画課題へ対応するための新たな公民連携手
法の進化」といった大きな４つの内容が見出
される。 
 第一の「都市構造に影響を与えてきた社会
経済の潮流変化」については、日本及びヨー
ロッパ主要国の主要都市に共通する社会経
済の潮流変化として、以下の点が指摘できる。 
 1950 年代から 70 年代までは、戦災からの
復興、大都市への人口集中への対処、工業化
への対処、オイルショックと不況、環境問題
への対処等を概ね共通の課題としてきた。 
80 年代以降は、公共セクターの財政難と規

制緩和・民活・民営化の促進、第 3次産業へ
の産業構造転換、経済社会のグローバル化等
の影響、特定の都市の「世界都市化」と経済
活動の集中などである。 
このような先進諸国共通の背景のもとで、

「都市機能構造転換に関わる新たな計画課
題への対応」として、日本でも EU でも、都
市をめぐる課題が大きく変化してきた。 
特に東京においては、一貫して都市の過度

な成長の抑制、都市機能の集中分散、多心型
都市構造を志向し、また日本全体においても
均衡ある発展―地域間格差是正のベクトル
に基づいた都市・地域政策が行われてきた。 
しかし、近年は、国際都市間競争という背

景のもとで、「世界都市」クラスを目指す特
定の都心において、知識集約型産業の集積を
強化することの必要性が強く認識されるよ
うになる。このため、産業構造転換を図り、
第 2次産業の産業跡地の大規模な転用・再生、
高度サービス産業の成長への対応のための
用途複合型開発、あるいはいわゆる「クリエ
イティヴシティ」といわれるようなデザイ
ン・知識集約型産業を重視した産業育成のた
めの公民協調型都市再生が促進される。 

ここでは、都市の拡大成長への対処や新規
開発促進の時代とは異なり、都市の既存スト
ックの有効活用、世界的に著名な建築デザイ
ンの活用、都心業務地域の高層化促進等が図

られる。こうした課題への対応事例は、今回
調査対象とした都市に概ね共通してみられ
た傾向である。 
一方で、特にドイツの都市やロンドンにお

ける都市再生方針には、単に高所得階層の知
識集約型産業育成の観点だけでなく、複合
化・多様化する都心機能を支えるサービス全
体を機能させるための交通・アメニティやそ
れらを支えるサービス産業従業者を想定し
たアフォーダブル住宅供給の必要性など、多
様な社会階層への配慮も意識されていたこ
とも注目されよう。 
また、近年の都市再生においては、東京、

ロンドン、ベルリンを通じて、新しい都市機
能導入のための建築の高層化容認と著名な
スター建築家によるデザイン登用という共
通の大きな計画方針がみられることも興味
深い。また、新たに環境負荷低減も重要な計
画課題となっている。 
「新たな計画課題へ対応するためのガバナ
ンスシステムの再編成」という観点からは、
東京のメガロポリス構想やロンドンにおけ
る大ロンドン庁 GLAの組織のように、世界都
市間競争時代に対応して広域都市圏でのガ
バナンスの必要性が意識されていることが
指摘できる。ドイツ連邦政府においても、
European Metropolitan Regionというコンセ
プトによって、ドイツ連邦全体において、国
際都市間競争の観点から広域都市圏を指定
しているが、これも同じ文脈で理解される。 
一方では、東京のウォーターフロント開発、

ロンドンのドックランド（カナリーワーフ地
区）、ハンブルグのハーフェンシティ港湾地
域開発等のように、新規の都心業務地区開発
を公民協働で進める一方で、東京における大
手町・丸の内・有楽町地区、ロンドンのシテ
ィオブロンドンなどのように、極めて狭い従
来型既存都心地区にいわゆる重要な都心機
能は依然として集積しており、その集積をい
かに強化するかも課題となっている。 
こうした課題を踏まえて、「新たな計画課

題へ対応するための新たな公民連携手法の
進化」として、先進諸国に共通して様々な形
態の PPP（Public Private Partnership）の
手法が進化していることが理解された。 
東京都においては、特に「都市開発諸制度

の運用方針」の内容が発展し、指定ゾーン毎
に育成すべき複合用途に対するインセンテ
ィヴツールが強化されている。 
ドイツにおいては、B プラン策定とあわせ

て都市計画契約制度が極めて柔軟に活用さ
れ、公民連携の最も重要なツールの一つとな
っている。 
イギリスにおいても Town and Country 

Planning Actにおける Section 106が規定す
る Planning Agreement に基づく協定的手法
の柔軟な活用によって公民連携型の開発が



図られている。 
また特にドイツにおいては、国際建築博覧

会（IBA）方式に象徴されるような、都市計
画に関わる計画提案の国際コンペ方式によ
って、各種のイノベーティヴな提案が比較検
討されるとともに、地域再生のマーケティン
グ的効果をあげていることも注目されよう。
更に、ドイツの公的セクター（LEG、ハーフ
ェンシティ公社など）のケースからは、公的
セクターの民営化、経営効率化という時代要
請の中で都市計画・公共政策と市場性とのバ
ランスをとるマネジメントノウハウが如何
に蓄積されているかが窺われる。こうしたド
イツの都市再生手法・管理手法が日本に与え
る示唆は大きい。 
 こうした知見を踏まえ、日本の都市ストッ
ク活用の今後のあり方については以下の観
点が指摘できよう。 
 まず、日本の都市形成期における良質な歴
史的ストックは、近代日本の発展のシンボル
として、世界に開かれた情報・通信の拠点と
してのシンボル機能を担っている。特に、東
京、大阪等の今後の世界都市間競争に伍して
いく役割を担う、重要な拠点都市の枢要な地
区の好立地の場所に近代都市ストックは存
在していることの利点を最大限活かして、そ
の活用、再生的利用を考えることが重要であ
る。 
現在が大きな文明、文化の大転換時代にあ

り、また、高度な情報、交流の機能がますま
す重視される時代にあることを鑑みると、短
期的な視点に限定された、収益、経済性に依
拠したかたちで都市ストック資産活用を考
えることは、問題が多いといえる。 

長期的な視点に立ち、世界都市としての発
展に寄与でき、なおかつ、都市の長期的スト
ックとして利活用され、あるいは、そこを利
用、訪れる人にとって、記憶、印象に残るよ
うな資産となるような再生方策が必要とさ
れている。そのためには多くの知恵を活かし
た形で、その利活用のアイディアを世界から
公募することも考えられる。 
また、建築空間としての外観、デザインは

そう簡単にスクラップ・アンド・ビルドの形
で変更することは望ましくないが、内部空間
の利用の仕方については、その時々の需要、
必要性に応じて、柔軟に組み替え可能な形で
整備することも考えられる。 
現代は民営化や民間活力活用の潮流の下

で、公的都市ストックも民間所有に移管する
傾向が世界的潮流となっている。しかしこれ
を、民間所有の単独の資産として活用するだ
けでなく、近代都市ストックの活用が周辺や
地区の都市環境の整備、質の改善魅力向上に
どう波及させることが可能かも考えること
が重要であり、換言すれば、都市・地区の文
脈を読み込んだ資産活用が望まれる。新たな

時代に相応しい公民協働型の都市再生はソ
フト、ハード両面にわたる大きな課題として
横わたっている。 
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